
  資料１ 

 計画の基本的な考え方（案） 

 

１．計画策定の趣旨 

銚子市では、少子高齢化・人口減少が進み、市民の価値観やライフスタイルの多様

化が進む中で、男女共同参画社会の実現に向けて様々な取り組みを推進してきました。 

  様々な分野において事業を実施しているにも関わらず、根深い男女の役割分担意識

や、市民への事業周知が不足していること等により、目標が達成されなかったことが

考えられることから、なお一層の取り組みが必要とされる状況にあります。 

  このような状況を踏まえ、様々な変化に対応し心豊かな地域社会の実現に向け「男

女共同参画社会基本法」に基づく計画として「銚子市男女共同参画計画（第３次）」

を策定します。 

 

２．計画の位置づけ 

（１） この計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に定める「市町村男

女共同参画計画」にあたり、本市における男女共同参画社会の形成を促進するた

めの基本となる計画です。 

 

（２） この計画は、国の「第４次男女共同参画基本計画」、千葉県の「第４次千葉県

男女共同参画計画」及び「銚子市総合計画」との整合性に配慮し、本市において

第２次の計画である「銚子市男女共同参画計画（第２次）」（平成２５年３月策定）

の成果を引き継ぐものです。 

 

（３） この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(Ｄ

Ｖ防止法)第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」に該当し、基本目標Ⅱ

を本市における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策の実

施に関する基本計画として位置づけます。 

 

（４） この計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推

進法）第６条第２項に基づく「市町村推進計画」に該当し、基本目標Ⅲを本市に

おける女性の職業生活における活躍の推進のための施策の実施に関する推進計

画として位置づけます。 

 

３．計画の期間及び名称 

  この計画の期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間とします。 

  なお、社会情勢の変化等があった場合は、必要に応じて計画の見直しを行います。 

  また、この計画の名称を「銚子市男女共同参画計画（第３次）」とします。 
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４．計画の基本理念と重点項目 

【基本理念】 

女性も男性も、一人ひとりが尊重され、 

その個性と能力を発揮できる社会の形成 

 

【重点項目】 

  これまでの、男女共同参画推進に向けた取組から顕在化した課題や、市民

意識調査等により市民から寄せられた声等を鑑み、計画においては、次の６

つを重点施策と設定します。 

  

 

① 男女共同参画・人権尊重意識の啓発 

 

② 人権尊重と暴力防止の意識づくり 

 

③ 家族経営的な産業等の分野における男女共同参画の促進 

 

④ 働き方改革の推進 

 

⑤ 市政における女性の参画促進 

 

⑥ 高齢者、障害者施策の充実 

 

 

 


